
令和３年３月31日　

各市町村障害福祉主管課長　様

神奈川県福祉子どもみらい局　
福祉部障害サービス課長　
（公　印　省　略）

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等の公布について（通知）

本県の障がい福祉施策の推進につきましては、日頃より格段の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第10号）が令和３年１月25日に公布され、４月１日から施行されることになりました。
これを受け、当課では次の県条例を改正し、４月１日から施行することとしましたので通知します。

１　今回改正を行った条例
（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号)
（２）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第７号）
（３）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第８号）
（４）指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号）
（５）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第10号）
（６）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第11号）
（７）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第13号）

２　主な改正内容
（１）各条例に共通する事項
ア　利用者の人権の擁護等のため、必要な体制を整備するとともに、従業者（職員）に対して研修の実施等の措置を講じなければならないこととした。（令和４年３月31日までは努力義務。）
イ　虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、従業者（職員）に対する研修等を実施しなければならないこととした。（令和４年３月31日までは努力義務。）
ウ　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、従業者（職員）に対する研修の実施等の措置を講じなければならないこととした。（令和４年３月31日までは努力義務。）
エ　感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるとともに、従業者（職員）に対する研修及び訓練等を実施しなければならないこととした。（令和６年３月31日までは努力義務。）
オ　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、従業者（職員）に対する研修及び訓練の実施等の措置を講じなければならないこととした。（令和６年３月31日までは努力義務。）
カ　避難訓練等の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととした。
キ　性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するため必要な措置を講じなければならないこととした。
ク　児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者が個別支援計画について意見を求める会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができることとした。
※　上記ア、イ、ウ、キ及びクについては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例は除く。

（２）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例関係
ア　障害児入所施設等は、消火設備等の設置、非常災害に関する計画の策定、非常災害の発生時の体制の整備、定期的な訓練等を行わなければならないこととした。（第12条の２関係）
イ　乳児院等に置くべき心理療法担当職員及び心理指導担当職員の資格要件について、大学院において心理学を専修する研究科を修めて卒業した者を追加することとした。（第27条、第36条、第57条、第67条、第91条、第99条関係）
ウ　主として知的障害のある児童又は盲児若しくはろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設に置くべき児童指導員及び保育士の員数をおおむね児童の数を４で除して得た数以上とすることとした。（令和４年３月31日まではなお従前の例によることができる経過措置あり。）（第67条関係）
エ　福祉型児童発達支援センターにおいて、医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には、看護職員を置かなければならないこととするとともに、福祉型児童発達支援センターに置くべき人員に関する基準について規定の整備を行った。（第81条関係）

（３）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係
ア　事業所に置くべき従業者の基準について、障害福祉サービス経験者を除くこととした。（令和５年３月31日までは従前の例によることができる経過措置あり。）（第６条、第56条、第73条、第79条関係）
イ　指定児童発達支援事業所等において、医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には、看護職員を置かなければならないこととした。（第６条、第７条、第73条関係）
ウ　指定児童発達支援事業所等に機能訓練担当職員又は看護職員を置いた場合において、当該機能訓練担当職員又は看護職員が指定児童発達支援等の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援等の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員又は看護職員の数を事業所に置くべき児童指導員又は保育士の合計数に含めることができることとするとともに、その合計数の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならないこととした。（第６条、第７条、第73条関係）
エ　心理指導担当職員の資格要件について、大学院において心理学を専修する研究科を修めて卒業した者を追加することとした。（第81条の３関係）
オ　運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることができることとした。（第44条関係）

（４）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係
ア　主として知的障害のある児童又は盲児若しくはろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設に置くべき児童指導員及び保育士の員数をおおむね障害児の数を４で除して得た数以上とすることとした。（令和４年３月31日まではなお従前の例によることができる経過措置あり。）（第５条関係）
イ　指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する心理指導担当職員に関する基準を定めることとした。（第５条関係）
ウ　運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることができることとした。（第41条関係）
エ　指定障害者支援施設の指定を受けた指定福祉型障害児入所施設に係る人員及び設備に関する基準の経過措置について、令和４年３月31日まで延長することとした。（平成30年神奈川県条例第59号附則第２項関係）

（５）指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係
ア　指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護を行う事業者についても、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととするとともに、身体的拘束等を行う場合は、その態様等を記録しなければならないこととした。（第36条の２関係）
イ　運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることができることとした。（第36条、第74条、第94条関係）
ウ　通常の事業所に新たに雇用された利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこととした。（第87条の２、第183条関係）
エ　指定就労移行支援事業所に置くべき就労支援員について、常勤であることを要しないこととした。（第163条関係）
オ　指定就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないこととした。（第170条関係）
カ　指定就労継続支援Ａ型事業者は、運営状況に関する事項に関し自ら評価を行い、その結果を公表しなければならないこととした。（第184条の３関係）
キ　指定就労定着支援事業者は、利用者に対して必要な支援を提供するに当たって、テレビ電話装置等により行うことができることとした。（第194条の８関係）
ク　指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において利用者が居宅介護又は重度訪問介護を利用する場合の特例措置について、令和６年３月31日まで延長することとした。（附則第６項、第７項関係）

（６）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係
ア　指定障害者支援施設に置くべき就労支援員について、常勤であることを要しないこととした。（第５条関係）
イ　就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないこととした。（第36条関係）
ウ　就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこととした。（第36条関係）
エ　運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることができることとした。（第52条関係）
オ　福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指定を受けた指定障害者支援施設に係る人員及び設備に関する基準の経過措置について、令和４年３月31日まで延長することとした。（平成30年神奈川県条例第61号附則第２項関係）

（７）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例関係
ア　通常の事業所に新たに雇用された障害者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこととした。（第43条の２、第82条関係）
イ　就労移行支援事業所に置くべき就労支援員について、常勤であることを要しないこととした。（第62条関係）
ウ　就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないこととした。（第67条関係）
エ　就労継続支援Ａ型事業者は、運営状況に関する事項に関し自ら評価を行い、その結果を公表しなければならないこととした。（第83条の３関係）

（８）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例関係
ア　障害者支援施設に置くべき就労支援員について、常勤であることを要しないこととした。（第４条関係）
イ　就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないこととした。（第25条関係）
ウ　就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこととした。（第25条関係）

３　施行日
令和３年４月１日

問合せ先
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717
福祉施設グループ　谷岡
電話　045-285-0738
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